
自治体名 青森県 岩手県 宮城県 福島県

散水に必要な
水の確保状況

・建築物解体時において、断水地域はなかった。 ・住民が生活している地域については、断水地域はない。
・ほとんどのがれき集積場で粉じんが舞い上がる場所での散水が
実施されている。
・がれき集積場付近は民家がないため、水道の復旧しているとこ
ろはほとんどない。代替手段として散水車を利用している。消防
の協力を得ている地域もある。
・ほとんどの解体現場で散水は実施されている。（水道が復旧し
ていない地区では、散水車で対応。）

別紙のとおり（仙台市分別掲） ・津波被害が甚大な３市２町（いわき市、相馬市、南相馬市、広野
町、新地町）における水道が未復旧のエリアの状況は次のとおり
である。
・住人は不在である。
・一般住宅(木造家屋）がほとんどであり、既に津波により流失し
ている状況。
・解体工事、がれきの除去作業においては水がない場合は、散水
車を使用するなど水を確保している。

パトロール実施状況

公費解体の状況 （１）公費解体建築物棟数　３９３棟
（実施主体別内訳：八戸市２２８棟、三沢市６０棟、おいらせ町９８
棟、階上町７棟）
（２）公費解体建築物割合
不明（公費以外の解体建築物棟数を把握しきれていないため）
（３）公費解体時における石綿被災防止対策の指導状況
市町から解体事業者に対して、次の事項を指導
・解体予定建築物に石綿含有建材が使用されているか現場状況
調査を行うこと。
・特定建築材料が含まれている場合は、石綿除去に係る工事を
別途実施すること。
・特定建築材料以外の石綿含有建材が含まれている場合は、そ
の使用状況を報告の上、関係法令等を遵守し解体作業を実施す
ること。
・環境省、国交省、厚労省のマニュアルを参考にすること。
・解体作業時に防じんマスクの着用を義務づけること。
・養生、散水、立入禁止の表示、保護具を使用すること。
・運搬時にはシートで覆って飛散防止すること。
・解体後の保管期間は一箇所に集めてシートで覆っておくこと。

（沿岸各市町村で把握できた件数のみ）
（1）全解体建築物に占める公費解体建築物の割合
　　総解体数　　1,505棟
　　公費解体数　1,446棟
（2）公費解体実施時における石綿飛散防止対策の指導状況等
・石綿飛散防止対策に係る指導は、公費解体実施時にのみ行っ
ているものではなく、自主撤去等の場合にも実施している。
・これまでアスベストの使用が疑われる案件のなかった自治体を
除き、アスベストの有無の確認（石綿則第3条調査）は実施してい
る。また、解体仕様書（特記仕様書）等へアスベスト対策について
記載し、確実に対策が実施されるようにしている。
・アスベスト等有害廃棄物の取扱いについて、業務従事関係者に
勉強会等を通して周知・指導している。

別紙のとおり（仙台市分別掲） （１）被災市町村では、災害廃棄物処理事業として、建物所有者に
代わって解体工事を業者に依頼している。
【津波被害が甚大であった地域における公費解体の状況
（H23.12.19）】
  いわき市　　２４０件
  南相馬市　　８２０件
　相馬市        ３００件
  新地町　　　２２３件
　広野町　　　　７０件
※原子力災害警戒区域の１市５町（南相馬 市小高地区、双葉
町、大熊町、富岡町、楢葉町、浪江町）では解体工事実施予定に
ついては未定。
※建設リサイクル法に基づく解体工事届出状況（H23.4～H23.9）
２８９件
（２）また、公費解体工事業者に対してはスレート材(レベル３）が
ある場合は原則手作業で　解体することや、散水することについ
て指導している。
　なお、今回の震災において、県では周辺住民や作業従事者の
健康の保護のため、アスベストの飛散防止対策に万全を期すよう
建設関係団体へ周知・依頼している。

○県内６の環境部局出先機関において、今年度（H23.12.13現在）
延べ７９日１４５件の　現場への立入を実施。
　パトロールは県環境部局が実施するほか、労基署、県建築部局
及び県廃棄物部局等と合同で実施して、建築物解体状況及びが
れきの保管状況を確認している。
【対象】
・大気汚染防止法の届出がされた解体現場
・建設リサイクル法に係る合同パトロール
・がれきの集積場
【指導状況】
・アスベスト含有の有無が不明な建材について分析を行い、結果
が出るまで工事を中止するよう指示した他、養生シートがはがれ
ている箇所の修復、解体工事の表示等を指示した。

東日本大震災の被災地における建築物の解体現場の状況

（1）パトロールの頻度（実施月日）及び パトロール実施機関（環境
部局単独、労基署・建築部局・廃棄物部局等との合同）
　・これまで実施したパトロールは、県の出先機関の環境部局（廃
棄物担当を含む）単独であり、他部局・他機関との合同では実施
していない。
　　頻度については不定期であるため、出先機関によって異なる
が、少なくとも1公所で震災後100回以上は実施している。
　　なお、当県独自の大気環境のアスベスト測定で、がれきの集
積場等でも測定を実施しており、その際に周辺のパトロールは実
施している。
（2） パトロール対象（建築物解体現場、がれき処理場　など）
　・主にがれきの仮置き場（がれき選別場所含む）をパトロールし
ている。
（3）指導状況
　・アスベストに特化した指導だけではなく、がれきの適正処理全
般に係る指導を実施している。
　　現場責任者に、粉じん発生防止に係る散水車の準備・使用、
防じんマスクの着用徹底、保管の高さの遵守、火災予防などを現
地指導している。
（4） 特記事項
　・労基署がパトロールして把握した、アスベストが使用されてい
る可能性のある建築物に係る情報を入手し、関係市町村へ情報
提供し、解体の際にアスベストの分析等を確実に実施するよう指
導している。
　・東北アスベスト調査診断協会に、今後解体される建築物でア
スベストが使用されている可能性のある建築物を調査してもらう
よう依頼しており、情報提供してもらった後、関係市町村へ情報提
供予定である。解体の際にアスベストの分析等を確実に実施する
よう指導することとしている。
　・当県で実施した大気環境中のアスベスト測定は、延べ137地
点。
　　（仮設住宅等住居地域87地点、がれき集積所等50地点、全地
点で1本/L未満。）

（仙台市分別掲）
○環境・廃棄物・労基署合同　10日、その他　20日（建築物解体
等現場　34件）

（１）【全国一斉パトロール（10月）】
ア実施月日
県三八地域県民局：10月19日～28日
八戸市：10月19日～27日
イ実施機関
県：建築部局及び環境部局合同、建築部局及び労基署合同
八戸市：建築部局単独、建築部局、環境部局及び労基署合同
ウ対象
県、八戸市：解体工事
エ指導状況
県：石綿含有建材の使用確認を助言するとともに、分別解体の実
施状況等を確認。
八戸市：石綿含有建材の分別状況等を確認。
（参考：県及び八戸市が実施したパトロール現場において、石綿
含有建材の使用は確認されなかった。）
（２）その他
【おいらせ町】町健康衛生課では、公費解体時（６月～８月）に、現
場の養生の状況等の確認を実施。
【階上町】町町民課では、４月中旬までほぼ毎日、建築物解体作
業現場の安全確認等のパトロールを実施。

環境省資料９



自治体名 茨城県 栃木県 千葉県 仙台市
（１）公費解体については、市町村からの災害等廃棄物処理事業
費国庫補助金の申請は現時点で無い。

散水に必要な
水の確保状況

・県内において断水地域はありません。 ・断水地域の有無　　無し
・代換手段　　　　　無し
（宇都宮市）
断水の地点なし。

・断水地域なし ・12月時点では断水地域はなく、宅地被災地区の一部では応急
仮設給水の地区はあるものの必要な給水は確保されている。

（１）民間建築物の公費解体は１市のみで実施している。
・木造建築物のみを対象。
（２）解体件数 553 件（平成23年12月15日現在，今後予定 313
件）
（３）指導状況 : 解体業者に対して，防じんマスクの着用，水の散
布，石綿含有廃棄物の適切な処理を指導している。

（１）全解体建築物に占める公費解体建築物の割合（件数）
・全解体建築物　　・・・　　不明（建設リサイクル法届出数：８５４
件）
　・公費解体建築物　・・・　　１件
（２）公費解体実施時における石綿飛散防止対策の指導状況等
　　　・公費解体建築物１件について，石綿含有建材の使用は無
い。
（宇都宮市）
県有施設について、震災関連で解体した事例なし。

(1)全解体建築物に占める公費解体建築物の割合
①公費解体の状況
　　　受付件数6,062　発注件数5,986　工事着手件数2,420　工事
完了件数3,149(12/1現在)
②建設リサイクル法届出の状況(解体に係る届出、通知)　1,275
※全解体建築物数のデータがないため割合の計算はできない。

(2)公費解体実施時における石綿飛散防止対策の指導状況
　①作業実施業者に対する石綿飛散防止対策、曝露防止対策講
習会の開催
　②非飛散性の場合は常時散水などの湿潤化により飛散防止を
行うよう指導
　③石綿を使用した建築物については、アスベストの除去等につ
いて定めた特記仕様書により、除去工事を発注。
(3)その他
　　平成23年11月28日付環水大大第111128001号についての対
応ではないが、11/28に市内において解体工事に伴う石綿飛散事
案が発生したことから、作業実施業者に対する飛散防止対策の
徹底について通知している(12/9付)。

公費解体の状況

パトロール実施状況 (1)解体現場(大気汚染防止法届出あり)(64日、解体現場80現場
86工区(12/15現在))
　　・原則、工区ごとに養生確認のため環境担当と廃棄物担当で
立入検査実施。
　　　不適正事項が見つかれば、労基、廃棄物担当と再度立入。
　　・環境担当が、10月～11月に計2箇所、敷地境界、負圧除塵機
出口で環境測定。(2日、解体現場2現場)
(2)解体現場(大気汚染防止法届出なし)
　　・環境担当が建設リサイクル法の届出台帳をもとにアスベスト
使用可能性が高い建築物を選定し、労基、廃棄物担当、建築担
当に声をかけ合同でパトロールを行う(月1回程度)。(3日、解体現
場3現場)
　　・環境担当が、7～10月に計4箇所、非飛散性の石綿含有建築
材料を使用している解体現場で環境測定。(4日、解体現場4現場)
(3)解体現場(建リサパトロール週間)
　　・建築担当が解体現場を選択し、廃棄物担当、環境担当と合
同でパトロールを行う(10/17～21)。(5日、解体現場18現場)
(4)がれき撤去作業現場
　　・環境担当が、6月に計4箇所環境測定実施。(4日、がれき撤
去現場4現場)
(5)がれき・震災廃棄物等搬入場
　　・廃棄物担当が随時(週2回程度)パトロール。
　　・環境担当が4月から月1回、敷地境界の環境測定。(24日、が
れき・震災ごみ搬入場30現場)
  

（１） パトロールの頻度（実施月日）
６月まではほぼ毎日、以降、月２回程度
（２） パトロール実施機関（環境部局単独、労基署・建築部局・廃
棄物部局等との合同）
廃棄物部局
（３） パトロール対象（建築物解体現場、がれき処理場　など）
旭市内の災害ごみ仮置場
（４） 指導状況
特になし
（５） その他特記すべき事項
特定粉じん排出等作業届出があった現場への立入検査や建設リ
サイクル法の全国一斉パトロールについては従来どおり実施して
いる。

（１）東日本大震災の被災家屋解体に伴い，大気汚染防止法第１
８条の１５第１項に基づく特定粉じん排出等作業に係る立入検査
を１件実施した。
※なお，労働基準監督署や市建築指導課との合同パトロールの
実績なし
（宇都宮市）
・廃棄物担当部局、建築担当部局、労働基準監督署とともに立入
り調査を実施している。

（1）大気汚染防止法上の届出があった作業現場への立入検査に
ついては，通常業務として実施している。
（2）建設リサイクル法に係る全国一斉合同パトロールについて
は，10 月下旬に実施した。
・実施機関 : 県民センター環境・保安課，建築指導課及び労働基
準監督署
・対象 : 建設リサイクル法の届出がされた建築物解体現場
・指導状況 : 標識の掲示，分別解体の徹底，アスベストの適正処
分等について口頭で指導した。
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【別紙 宮城県の状況（仙台市を除く 】）

１ 公費解体の状況（全解体建築物に占める公費解体建築物の割合，公費解体実施時にお

ける石綿飛散防止対策の指導状況等）

山元町 全解体建築物に占める公費解体建築物の割合は９９％を超えると思われる。

公費解体実施時における指導状況等については被災建物等解体・撤去工事（その

）特記仕様書参照21

亘理町 ( ) 全解体建築物に占める公費解体の建築物の割合1

公費解体建築物は約 棟(※)であり，撤去を目的とした解体であれば，ほぼ1,650

％公費解体と思われます。修繕を目的とした解体は所有者負担で行っており，100

実数は把握していません。

※津波の浸水地域においては，すでにがれきとなっていた建築物と解体すべき建

， ， ，築物とが複雑に混在し それらを区別することが困難な現場状況であり また

がれきの撤去については，速やかに実施するものとしていたため，委託業者に

はがれき撤去と解体撤去を一括して委託しており，解体建築物件数には流失建

築物の件数も含まれている。

( ) 公費解体実施時における石綿飛散防止対策の指導状況2

全委託業者との打合せ(毎日実施)の際，防塵マスクの着用，住宅地周辺での解体

作業時の養生・撒水等を随時指導している。

岩沼市 公費解体状況はおおよそ ～ ％ぐらいと思われる。90 95

石綿防止対策の指導状況は，県の指導どおり行っています。また，石綿が懸念され

る建物の検査を行いました。

名取市 ○全壊の住家は 棟，非住家は 棟（市災害対策本部発表）となっているが，2,805 944

これはほとんどが津波により流出した棟数と捉えており，がれき収集作業が実態であ

り，建物解体との捉え方は困難です。

○津波被害地区以外の地震の揺れによる損壊建物の解体件数は， 件です。269

○地震の揺れによる損壊建物の解体はほとんどが木造住宅である。

ただし，解体作業に当たっては，マスク，手袋，ヘルメットなどの装備を身につけ

た上，十分な散水を実施しながら作業を実施することとし，石綿を含有している場合

でもその飛散，ばく露を起こさないよう念のため口頭で指導しています。

多賀城市 ( ) 発注した公費解体件数（ 月末） 件1 11 882

( ) 公費解体実施時における石綿飛散防止対策の指導状況2

・散水やシートでカバーする等の対策を講じること。

・石膏ボード類については、飛散しないよう袋詰めし、市が指定する搬入場所へ
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搬入すること。

・アスベスト吹付材があった場合には、作業を中止し市へ連絡しその指示による

こと。

以上を仕様書（別添）に記載し、注意をしている。

また、吹付材があった場合は、アスベスト定性検査を行い、災害時における石綿

飛散防止に係る取扱いマニュアル（環境省水・大気環境局大気環境課）に基づいて

適切に処理するよう指導している。

塩竈市 公費解体は１００％

県通知(環対第 号，平成 年 月 日付け)にもありますように，以前からも344 23 12 1

大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等の作業徹底についてにあります様，法令遵

守で解体作業を実施しています。

七ヶ浜町 ・公費解体は ％（進捗率 ％）100 91

， 件中 件が建築物，残りはブロック塀等1 235 789

・石綿飛散防止対策の指導状況

散水ができない地域は，ほとんど住民は住んでいません。

がれき置き場へ搬入する手続き（受付）のとき，解体工事のとき，石綿飛散をし

ないように，散水や，袋に入れて搬入することなど指導

がれき置き場へ搬入された，石綿については，散水し，すべてトンパックに入れ

て，飛散しないよう保管しております。

利府町 ( ) 公費解体は９５％程度1

公費解体家屋の建築物は，現在 棟130

※居住していない建築物は，公費解体の対象外としている。ただし，廃棄物とし

ては受入をしている。

( ) 石綿飛散防止対策の指導状況2

町で発注している建設災害防止協議会の解体業者と事前打合せで注意事項として

説明し，石綿がある場合は役場に連絡を入れてもらうことになっているが，現在の

ところ報告はない。

（公費以外の解体は不明。ただし，１００％公費の見込み）松島町 ( ) 全解体建築物に占める公費解体建築物の割合1

・全解体建築物数 不明（公費適用分 棟）731

・公費解体建築物数（ 棟，町の直接発注分） 棟731 491

( ) 公費解体時における石綿飛散防止対策の指導状況2

・町で解体工事を発注している災害防止協議会と毎週打合会を実施し，解体現場

での注意事項や県からの通知の写しを配布して指導している。

( ) その他3

・特に石綿の有無や工事現場の状況確認等必要な建築物については工事実施業者

と現地打合せを実施して指導
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女川町 ( ) 全解体建築物に占める公費解体建築物の割合1

件 ※平成 年 月 日の解体件数644 23 11 11

( ) 公費解体時における石綿飛散防止対策の指導状況2

石綿の有無を問わず常に撒水しながらの解体及び防塵マスク装着を契約に含めて

いる。

南三陸町 ( ) 全解体建築物に占める公費解体建築物の割合1

公共建物を除く公費解体建物の解体は，９５％以上を終了している。

なお，被災地区の住民は，仮設住宅等に移住しているため作業エリアの居住はあ

りません。

( ) 公費解体時における石綿飛散防止対策の指導状況2

業者打合せ時に，散水による飛散防止とマスク，手袋等の保護具の着用を口頭で

指導

気仙沼市 ( ) 全解体建築物に占める公費解体建築物の割合1

不明

※公費解体とならない建物（大企業等）の解体件数を把握していません。

※自主解体した場合の公費負担の受付をまだ行っていないため，解体件数を把

握していません。

23 11 1 700※市に解体を申し込んでいる建築物の件数は 平成 年 月末現在 約， ， ，

件です。

( ) 公費解体実施時における石綿飛散防止対策の指導状況2

業者との打合せ等の際に口頭で指導しています。特に文書化していません。

( ) その他3

解体工事の際の石綿飛散防止対策の徹底については，業者との打合せ等の際に

口頭で指導しています。また，現在，石綿等が吹き付けられていると疑われる建

物の含有調査を実施しており，含有が認められた建物の解体工事発注の際には，

仕様書に石綿等の飛散防止及び適正処理について盛り込むこととしています。

宮城県 解体実績無し

２ 散水に必要な水の確保状況（断水地域の有無，代換手段）

山元町 上水道未復旧区域の解体については未発注。発注区域については生活区域のため，

解体に伴う散水は上水道を使用している。
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亘理町 建物が全て損壊・流失した区域には断水しているか所があるが，居住している住民

はほとんどいない。撒水が必要な場合は水タンク車や車載タンクにより水を運搬し対

応している。

また，現場周辺に住民の居住している区域では水道は復旧している。

岩沼市 断水地域はありません

名取市 損害家屋の解体現場にて断水している地域はありません。

多賀城市 断水地域無し

塩竈市 今までアスベスト発生はなく，散水等は作業敷地の水道栓を利用し，現在断水地域

での解体作業はありません

七ヶ浜町 断水地域無し

利府町 断水地域無し

松島町 ・断水地域無し

・各解体建築物に設置された水道を仕様

女川町 断水地域は無し，水の確保状況は川水を利用

南三陸町 現在は，住居として居住している地域の断水は無い

気仙沼市 解体工事の際の散水は，原則として散水車で行っています。

宮城県 震災廃棄物対策課が行っている災害廃棄物処理事業において，上水道，工業用水道

が利用できない場合には，地下水を水源として確保することとしております。











１

２

３

４ 完了後一括払い

委 託 業 務 名

５　被災家屋等撤去業務の受託者は、次に記載する項目を遵守し委託場所の被災家屋等を撤去するものと
　する。

#N/A所 有 者 住 所

#N/A

#N/A

委 託 場 所

被災家屋等撤去業務仕様書

17　解体に伴う廃棄物は、市指定の分類に分別し、市が指定する搬入場所へ搬入する。

６　被災家屋等撤去業務の着手にあたっては、所有権者等の立合いを求めること。所有者等の立合いがなけ
　れば着手してはならない。

８　着手前、施工中に家財等の搬出が必要な場合は協力すること。

11　施工にあたっては第三者の安全確保に努めること。

15　ブロック塀は、倒壊する危険のある部分のみ撤去すること。

10　解体等に支障となる電気・ガス・電話・水道・下水道等の各施設が存在する場合は、その施設の管理者と
　事前に十分協議し調整を行うこと。

13　解体は手壊しと機械との併用をすること。特に隣家と近接する部分は必ず手壊しとし、隣家に支障を与え
　てはならない。

18　石膏ボード類については、飛散しないよう袋詰めし、市が指定する搬入場所へ搬入する。

16　ブロック塀等の基礎は撤去せず、また、土留めの機能を有している場合は、流失しない程度に撤去するこ
　と。

#N/A

９　近隣対策は、受注者の責任において適切に行うこと。

７　着手前、施工中及び施工後の写真を同一方向より撮影し、完了報告書とともに提出すること。

　(1) 施工現場に散水やシートでカバーする等の対策を講じること。

19　解体に伴う廃棄物を搬入するときは、搬入許可証を提示すること。

　(2) アスベスト吹付材があった場合には、作業を中止し市へ連絡しその指示によること。

12　建物の基礎は、原則撤去すること。土地の境界を示す境界杭や境界を表すものは、保存すること。

所 有 者 氏 名

14　粉じんの発生防止のため、次の対策を講じること。ただし、倒壊の恐れなどにより、人の安全が守られない
　ときなどの緊急を要する場合については、弾力的な対応をしても差し支えない。

支 払 条 件

#N/A

#N/A

家 屋 等 の 所 在 #N/A（地番）

委 託 期 間

（住居表示）



　(3) 受注者、暴力団等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、生
　　活環境課長と協議をおこなうこと。

　(2) 受注者は、上記(1)により警察に通報を行った場合には、速やかに生活環境課長にその内容を書面によ
　　り報告すること。

　(1) 受注者は、本業務の履行にあたり暴力団員等による不当要求又は妨害（以下「不当介入」という。）を受
　　けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報等をおこ
　　なうこと。

20　その他


